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場所社団法人関西ヨットクラブ応後室

/:1山者・ 理事30名ι1:1 出席者数28名(委任状14名)

議題
(1)新入会員の承認、

(2)理事の辞l俄及び選任

(3 )支部及び専門委員会報告

(4)外洋レース開催方針

(5 )名谷会員(終身会員)l!Jリ皮

(6 )会費の改訂、会員制皮と指艇E主笠まs
(7) 1咲訓渇Bμ附:\1年1:: 1皮支予1針~:

(8 )繰越金の訂正

(9)< たか>~1It判

(10)その他

ア]YAとの統合問題

イORC国際会議等出席報告

議事

(1)新入会員の承認

[加稼常務理事 1997年8月1EIから9)'J20日の|旬、

金一圭ほか57名が特別会員及びIE会員として入会腐の

提出があった。本理事会で承認し、ただきたい。

[原案審議決定]

(2)理事等の辞職及び選任

[尾島専務理事] 辞表提出、逝去退会49があったの

で報告する。

加藤忠男』夜明

黒瀬知!珂理事

大儀見燕理事

玉1<松栄一雇fil町会議長

平11威選挙管理委員長

l鈎7年 3JJ8日逝去

I卯7iF9月29日逝去

I鈎7年10月15日活字表提/J¥

1鈎7il::l0月30日辞表提出

1997il::11月4日締表f)E/ll
新任について報告する。

小111泰義氏を述!τ抑こ選任したし、。(内海文部i盆山)

桃山勝ill氏を選挙管理委只長に111:成したい。

[戸田会長] 大儀見J]UJ~の印刷寺機については会長

にlJiらせていただきたい。 (11月21日迄理事)

なお、同腹司Lは国際的な活動をしており、 ORCカ

ウンシル及ひ'ISAFオセアニァクコミティーの任務は、

任則終了までそのままとしたい。

[原案審議決定、小田理事参加]

(3)支部及び専門委員会報告

[古川関東支部長J 1湖東支部は2年前本部と支部の事

務分離を笑施し、この1年 11~ は関東支部の分制に取り

組lみ、さる11Hl5日関東支部代議只会及び総会におい

て、全只一致で1鈎8ijol月1EIから東京湾、 三崎、 三浦、

湖南(いずれも仮称)の4支部に分割することが決ま っ

たので報告するとともに、 4支部設立について理事会

の同意をいただきたい。追って会長あて支部設立JlJ

前を行いたい。

[原案審議決定]

(4)外洋レース開催方針

[野口理事] 外洋レース開催規程の制定については、

いろいろと議論したが、 iNORC外洋レース規則1997J

l'町則に資料⑥の案文を加えることにしたい。

本件の規定化についてはさらに各種の検討が必要で

あること、また、レース参加者はどの~i包囲までNORC

の会員とする必要があるかについて討議され、 l帆走

委員会で検討のうえ再提案することになった。

(5)名誉会員(終身会員)制度

[加藤常務理事JNORCの特別会員又は正会員として、

連続して20il::以上在籍し、現住70才を越えてる者で、

本人からの希望があり、支部推薦、理事会審議、代

議員会推薦議決手続を経た者を名誉会員とする方策

を創設したい。

本件の名谷会貝は、会資納入不安、選挙権及び被選

挙権が1!!~いほか、総会においては議決権が1!!~いこと

が確認された。NORCに長く在籍し高令となった方へ

の功労に報いる制度を創設することが必要であると

言うことなった。

[原案審議決定]

(6)会費の改訂、会員制度と艇登録制度の改訂

[鈴木理事] 会賀、 会員制度、艇登録制度の改訂の

考え方、金1l1'iは資料①、②に記述した通りである。会

友艇制度を解消する。但し会友艇からの移行には経

費的に大きな負担をかけないようにする。特別会員、

正会員の会~.~lfd'iは問ーとする。 今後はセールナ ンバ

ー管理のため初年艇長ま録更新料をもらうこととする。

また、会的、 登録料等.は本音11料金のみを決め、支部

料金は支部の:腕絞述営方法によりそれぞれ決定出来

ることとする。さらに、レース/1¥場艇にはlNIS計iJliJ料
金、特別規定料金を従前よりアップしてレースに111

ない艇との差を設けること等が基本になっている。

会友艇所有者が特別会貝になるときは、初年度の臨

時会費は免除するとの梁に対しては臨時会授はくた

か>裁判資分担金であり 免除は筋違いの治、見もあっ

たが、最終的には臨時会~~f[1当額とすることで了承

された。

さらに、本年度新規笠録した艇の翌年度の艇登録更

新字lを免除したらばどうかという意見があったが、

いずれかのH寺点ではアンバランスが表而化すること、

来年度から実施予定の本部の会只管理・艇管理の変

更で例外が多いと事務的に整理が雌しくなることか

ら見送ることになった。また、艇:ft録更新字|につい

ても支部で経授が必要な場合は徴集できることが雌

認された。

[原案審議決定]

σ) 1鈎8年度予算

[鈴木理事] 例年当該年度予~:~立2月に提出し;承認を

受けているが、当該年度予算はその前年度未に拠出

して群議決定をすることが筋ということで今悶初め

て提案した。すべてが硲定できないので当然物定予

算であり、来年2r-Jの総会等において若手議決定を得た

し、。

I鈎8ir度予算説明は資料@のとおりで、予算は資料

⑭のとおりである。

1997年度予算10月現在の執行状況表資料を席上配布

した。収入では会的収入が予算より少ないが、副iJIlJ

李|収入が上廻るなどにより大きく落ち込まないです

んだ。支出については年度末支出があるため判然と

しないが、予想外の支出はない状況である。臨時会

費の状況は総予算13，152千円のうち未収金が3，232千円

となっている。支出は6，742千円である。

本年度の予算も厳しい状況下にあるため、特別会

民には本年10月NORC本音11財政再建翁，:1.Jをお願いした

ところ、 11月20現在124万円送金をいただいた。また、

H下年有志の}jにお願いしたNORClI~政救済基金は本年

9月末返却のところ、 1年の延則及びその中からの寄付

をお願いしたところ、 170万円?制御をいただいた。合

計294万円で、これは全く別会計と して運用したい。

以上Iω8il::)jt予算の審議決定をいただきたい。

[芦田理事] 従前の赤字となった経理の問題点をふ

まえて、一般論では、基本となる収入金額(会的、登

録~1j等)より管理費と総務費を除いた差額(経常収支)が

黒字か赤字を見極め、これがNORC財政の基本と

なるものでなければならない。また、事業収支は独

立精trーを保たなければならない。今回の予算案も一

見したところでは、赤字体質のようであるので、さ

らに、これを改善するよう検討が必要であると思う。

[戸田会長] 忠言感謝する。2月総会までの附に更に

検討する。

[原案審議決定]

(8)繰越金の訂正

[鈴木理事] 資料⑮のとおり本郎、全体(述結決算)と

も平成5年度次期l繰越金と平成6年度前期l繰越金に

3;飴4，479円の差があり 、この単純な数字~いが放置さ

れ、本年7月運輸省の指摘で判明した。

直ちに帳簿等をチェックしたがJJi(因が*IJI9'Jしなか

った。当然貸借対照表、財産自}fkの数字も変わる こ

とになる。とりあえず報告ということで1miJIU理由を

掲げた文章を作成した。

[尾島専務理事] 鈴木財務委員長は側人的に相当な

労力を投入して調査したが判rYjしなかった。本件に

ついて11月15日関東地区代議員の方々に関東地区の代

議員会終了後説明したところ、徹底的に調査をすべ

きだとのな見だった。重大な問題なので公認会計士

に調査依頼をしたい。また、必要あれは'NORCに調査

委員会を設置して解明したい。

[鈴木理事] 実は平成8年度決trでも数字が合わない

古11分があった。これは未収金の内符か、臨H寺会費の

未収金の11q容か判明しなかった。さきの総会でも述

べたが、本年度の決算時に令部捻却することにして

いる。

[戸田会長] 残念ながら繰越金の差典は運輸省の指

摘まで気づかなかった。

[尾島専務理事]現在の執行部での訓査は限界なので、

調jfmを支出して調査をする件について承認いただ

きfこい。

[調査実施審議決定]

(9) <たか>裁判
[尾島専務理事] 訴訟全体の流れは本日配布したA

BYC通信をご覧願いたい。本件について当協会正

会員で<たか>裁判弁護人の山本降弁設士に説明耳目

つ。
[山本弁護士 11月6日17:剥くたか>裁判手nWfo兼弁論

j羽目に、裁判長から職権和解の提案があり、次回期

日12月17日の一週間前に和解に応じるか否かの回答を

するようそれぞれ原告、各被告に巾山があった。

NORCに対しては内誌として3∞万~日泊万の和解金と

外洋レースにおいて事故防止に務める旨の文平を原

告から仮に要求があった場合和解苫の1:1:1に記述を承

知するかの点に集約される。

当方と しては見舞金の名称が望ましいが、裁判長

からは平日解金の提示であると説明された。裁判の通

例ではm害lIM:rt請求2i~:3千万円に対し1/50-1/80の

和解金は勝訴である。

[大儀見理事] 本件対応では和解はあり得ず、徹底

的に裁判で争う ことではなかったか。最近フランス

では2件もレース委員長がレース責任をとらされてお

り、<たか>裁判は外国でも注目している。和解金

でレース主1m者立任を認めることになってはならない。

[尾島専務理事<たか>民事裁判は和解しなけれ

ば来年には結若手するようだ。ここで和解せず裁判で

NORCの主催者賞任が万一判決で出れば控訴すること

になるが、その結森のときは、年代が過ぎ、風化し

てしまうだろう。

法曹界で勝訴とされるH寺機の和解は一つの解決方法

である。

[戸田会長] 利N平には色々なレベルがあり、例えば

請求金の半額の和解などは当然に受け入れることが

できない。今回の提案では受け入れるほうが待策だ

と思う。

大切なことは手IIlit成立の後にこの事件の本質を公

表して、レース立任を明石止にすることである。

[鈴木理事] 原告側がm否する可能制はどうか。

[山本弁護士] 顕が堅ければ拒否することもある。

しかし、裁判長の今回の異例の事前金額提示和解提

案なので強い説得が行われるだろう。

[大儀見理事] 水川被告にオーナ-w任があるとい

うときは、我々がこれからヨッ トレースに/JIて行く

ことに法的な問題が残る。

[小田理事] 和解文書はどんなものか。

[山本弁護士] 判決と異り法的責任問題は告かれな

い。和解金を計Hj:liffに幾ら金額を払えということと、

事故防止に努める旨の精神条項が記述されるだけで

ある。

[尾島専務理事<たか>事故を通じての教訓は、

スポーツにおける安全に関し、オーナー教育とクル

ー教育をより 一府充実し、実施することである。今

後帆走委員会を中心にシーマンシップセミナーの内

容を整備して、積極的な活動に取り組みたい。12月17

日に続き、 12月25日にiE終回答をするスケジュールに

なっており、本件は現在の状況を前提とするときは、

和解交渉についてまかせていただきたい。

[戸田会長] 尾偽専務と同意見である。 和解したと

きは各方而への説明が裁判以上に大切である。

[和解交渉審議決定]

(10)その他

アJYAとの統合問題

[戸田会長] 私はこれまでもjYAと大同団結して、

一つのナショナルオーソリティをつくり、日本ヨ ッ

ト界の裾野を大きく拡げることにしたいと考えて来

た。統合により抜々の誇りと活動が何等妨げられる

ことのないようなものでなければならない。したが

って]YAとの統合rlJJ泌はこのような前提で今後話を進

めていくことにする。NORCとjYAの統合は国内|問題

であり、いかにして二つの団体がそれぞれ活動とl除

弐を来たしているかが青|哨lIiされよう。

現時点ではNORC仰lがよ，~接に対応しているとみてい

るが、 ]YAの対応に十分fIlJJ.、して今後統合問題検討を

進めたい。

[了承]

イORC国際会議等出席報告

[大儀見理事 11月初旬スエーデン図ゴーテンプル

グにてORC、ISAFそれぞれの年次総会が開催された

が、:¥fijjijにはORC、ISAFの|刻係悪化が取沙汰された。

結果的には例年同様それぞれの分野についてそれぞ

れのfll:進を図ることになった。

ただ、 ISAFとORCの妥協によりISAFの下にオセア

ニックコミティーが作られ私が議長になり各組|問題

の1調整を図ることになった。

なお、 ISAFにおいて日本におけるjYAとNORCの
関係に各種の情報があり、私も状況説明をしたがこ

れには今後十分留主主し、慎重に対応する必要がある。

会員、艇登録制度及び

料金改定について
財務委員長鈴木保夫

今まで、艇登録制度は特別会員になって艇を主主

録する方法と、会友艇で登録する方法との 2通り

の方法があります。

会友艇制度はNORCの登録艇拡大の為、 -s会

友艇になり、それから特別会員に加入する事を)別

符して作った制度です。

このため、会友艇の則|浪は 3年川!と定められて

おり、更新についての取り決めはありません。

しかし、尖状は 3年たった11#.点で再度後録を受

け付けており、更に 3年!日j有効となっています。

また会友艇の宥効期限も、 NORCの会計年度と

述動していないため、年度の途司1 (1~U えば平成 5

年9月~平成 8年 8月まで)となっており、期限

を管理するうえにおいて、通常の登録艇に比べて

事務作業が負担となっています。

当初J会友艇は レースに参加できませんでしたが、

現在ではCRを取得して一部のレースに参加出来る

ようになってきています。

この為、現在、特別会員を上回る 740艇と l{1

加してきています。

一方、会友艇は殆どが会員ではないため(会友

艇fま録をして正会貝となっている会只もいますが)

実質的に会員と同じような活動をしていながら、

議決権及び選挙権を持っていません。

この様な不公平な現状を是正するために、次の

ような考えの基に改訂(梁)作成に着手しました。

1 )会友艇~I河!支を廃止して艇主主録制度を l 本化
し、:ft録制度を簡素化する。

(会友艇登録は 3年11日の有効期間がある為、

完全に廃止になるまでには 3年間かかりま

す。)

2 )会友艇がi白力11したirJftには、従来の笠fki!J1J
度の料金に;~mt:j!惑があると考え、少しでも多

くの方に入会してmける紙、入会|侍の負担を

少なくする。

3 )会友艇から!f.nJリ会員に移行 しやすいように、

会友艇から特別会員になる場合は優遇捕位を

考える。

4 )会友艇制度がなくなった場合の、各支部の

司王fi!;差を考慮する。

5 )レースに参加する艇の負担増しを考える。

(一郎は今年度すでに計iJIU宇|の値上げで笑

施済みです)

以上の条件を考慮し、次の様に改訂する事とし

ました。

特別規定利金を 5. 000円とする

jjニ)支部の料金は支部で設定/L¥来るものとし、

表1:1:1の数字は参考です。

本)i~l，リ皮と今までとの大きく異なる点は、

1 )全ての入会金及び、会費を本自11会費と支部

会費に分け、 支部交付金を廃止する。(今ま

で、会的は一旦本部に集められ、この内の決

められた金額を支部交付金として支部に交付

していました。)

2 )この為、支部の会費は支出11で決定/LI来るよ

うにする。

(表の1:1"の支部の金傾は今までを考慮 した参

考です。支部によっては他下げが可能な支部

があるかもしれません。)

3 )会授を会員の古11分と、艇の白11分とに分け、

艇登録(セールNO)更新字|を10.000円とす

る。(特別会員の負担は、会費と艇登録料を

合計すると現状と問じです。)

4 )レースに参加する艇は、特ム別規定料金の本

部分、1，0001司を5，0001司とする。

5 )臨時会費については現在、正会員2，000円、

特別会日8，000円となっているがこのうち

1，000P1を正会員授、特別会員資とし、臨H寺

会的は正会民1，000円、特別会員7，000円とす

る。(合計金額は従来と変わりません。)

会友艇から特別会員になる場合は 1年111]1邸H寺

会費を免除する。

6 )臨H年会費については裁判の経過を見据えな

がら、 98年度に再検討する。

以上、今回の改訂では会費の合計額は今までと

同じ、またはそれ以下となるようにしました。

正会員 特別会員
ぷzx〉、 q~ 艇登録

本 ;";11 支部 本自11 支 部 本語11 支部 百十

入会金 5，000 5，000 10，000 5，000 5，000 10，000 
会費 6，000 4，000 10，000 6，000 7，000 13，000 
臨時会q~ 1，000 1，000 7，000 7，000 
新規艇笠録宇| 10，000 10，000 20，000 
艇主自主更新字l 10，000 10，000 

-、、
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OFFSHORE 1997.年 No.254号

日 H寺:平成9年11月21日(金)1段15-20:45

場所:新西宮ヨットハーパー(株)

シャイニーホール

出席者:代議員149名中 出席者 79名

(委任状61名)
議題

(1)新入会員の承認

(2)外洋レース開i住方主|

(3)名誉会員(終身会員)制度

(4)会費の改訂、会員制度と船主査録制度の改訂

(5)繰越金の訂正

(め Iω8il::)3[予算

(7)理事の畔]峨及び選任

(8) <たか>裁判

(9)その他

ア]YAとの統合問題

イ関東支部 4分割

ウORC国際会議等出席報告

エJ.C.問題

議事
(1)新入会員の承認

[加藤常務理事 1997年度第6恒|理事会において、

金一圭ほか57名が特別会員及び正会員としてNORC

への入会が承認されたので報告する。

[報告]

(2)外洋レース閃{佳方主|

[里子口理事] 外洋レースの開催方針について、

iNORC外洋レース規則1997Jの附則として規定する

ことをさきの理事会に諮ったが、内容について再考

を要するな見が提出され、継続審議することになっ
干 、

~。
[報告]

(3)名誉会員(終身会員)制度

[尾島専務理事] 今後、 NORCにおいては、現在70

才以仁で本会に20年以上連続して在籍した者の

NORCへの功労に報いるため、名誉会只になること

を希望した者は、支部推薦、埋守i会審議、代議員会

議決手続きを経た者を名役会員とすることが出来る

ということをさきの理事会で審議決定したので代議

員会に諮りたい。

[原案審議決定]

(4)会費の改訂、会員制度と艇登録制度の改訂

[鈴木理事l 資料①、②が改訂主旨説明資料で、③、

④、⑤が規程改正当さである。

今回の改正の主l限は、 主主録艇拡大のため発足した

会友艇制度が当初の'J.:j;ljglと別の状況で定着したので

これを廃止して艇笠録Hiリ皮を一本化する。会友艇か

ら特別会員になる場合は、割高感を解消するため移

行負担を少なくする方策をとる。セールナンバ一色・

理のため艇笠録更新料を毎年徴収する。レース艇と

それ以外の艇の負担差を百1-il!1]料金、特別規定料金に

より I~J継にする。 本音11規程では本音11徴収容1のみ明示

し、支部徴収額はそれぞれの支部の状況により決定

する。臨時会費の額は来年度末に改めて検討を行う。

以仁改訂について提案する。

[西代議員] 艇登録更新字|は毎年度徴収するのか。

[鈴木理事] そのとおりである。また、会友艇か

ら移行するときは艇登録更新卒|は当該年度は要しな

いが、翌年度からは必要である。

[原案審議決定]

(5)繰越金の訂正

[鈴木理事] '11.宇|⑮のとおり、本部、 全イ州連結決

t):)とも平成5年度次期1繰越金と平成6年度前期繰越金

には、 3.664，479円の差があり、この単純な数字述い

が欣位され、本年7月連愉省の指摘で判明した。

本年2月の代議員会で111'年度のiMHIX告をしたとき、

Iω6il三度本部と関東支部の事務分離で数字の合わな

い部分があったと報告した。これは今迄木古11と関東

支部の通帳が一緒で帳簿上数字を分け合っており、

通l阪をみた|浪りでは残尚が本音11のものかどうか分か

らない状j兄だったことによると思われる。しかし、

今回の繰越金の迷いは明白で、突然変わっているこ

とから、本年7月以降はこれら両者を併せて調べを

行った。繰越金の調査の方は平成6年度突然j切首の

数字が変わっており、現住追いかけようのない状況

である。プロの手で徹底的にやってもらう以外方法

がない。今平成5年度と6年度の予t): 決算牟45:をiItべ
てみると繰越金の布!述額は~mでもすぐ分かるもので

あり、このような状況だとミスによるものかも知れ

ない。 繰越金の相違~nはこれが1(1加したような経理

になっている。このようなことから当初訂正を認め

ていただきたいと考えた。繰越金の訂正をすれば貸

借対照表などもすべて数字が変わる ことになるの

で、第一段階として繰越金の訂正の了解を前提と考

えた。しかし、 11月15日関東支部代議員会の後で在

京の代議貝の方々に説明したところ、徹底調査をす

べきだとのな見が表明され、現在はfA行部としては

プロによる行北底調査をしたいと考えている。

[小田代議員] 述結決~のとき般需に貸借対!!\!表

等をどの程度まで本高11は確認しているか。数字につ

いて監査では間違いないところまで現尖に行ってい

たのか。

[鈴木理事] 本音11については内容調査をしている

1997年度第2固{噂諺童会議事録(要旨)

が、支部については表のチェックのみである。本部

と関東支部の数字の合わない部分は未収金扱いにな

っていた。

未収金については一年かけて調査をやり直すと先般

の代議員会では報告した。併せて今回の運輸省の指

摘の調査をするということである。

[小田代議員]本年2月代議員会に出席し、承認した

数字が異なっているということは逃憾である。この

ような事態になったことから、本自11においては徹底

究明をしてもらいたい。また、問題のある内容が判

明したときはどうするか。

[戸回会長]徹底究明をする。問題のある内容が判

明したときは相応の}t任をと ってもらわなければな

らないと思っている。

[小田代議員]一般至宝貝からみると突然このような

事態が発生したと思われるのではないか。今までの

説明内容ではコンピュータ一入力作業ミスのように

記述したことはおかしい。

[尾島専務理事]我々の能力には限界があり、改め

て公認会言|士に調育を依頼し、結果は文古で報告を

求めこれを会貝に報告することにしたい。また、こ

のようになったことについての武任も追求をする。

[小田代議員]本問題は来年度からの新理事に引継

がず、年度内解決できないか。H寺間的に雛しい場合

は年度末の財産目録等を確定し、自ijの年度に遡って

訂正作業をしたらばどうか。

なお、滞納の取扱を改善してほしし、。

[尾島専務理事]年度末までのJ9]日が少なく、年度

内調査完了するよう努力するが、はっき り約束は出

来ない。提案の年度末の財産目録確定については検

討する。滞納管理の改普をする。現在は2年度にわ

たり事務手続きをしてから除名しているのを改善し

fこし、。

[鈴木理事]臨時会費の未収金のJfll扱について改善

を図る所存である。臨時会費は1ω6年度から一般会

言|と別個の会計にした。しかし、 NORCの財産なの

で、Jl~注目録等では一緒になっている。

[小田代議員]未収金を損金計上したことがあるか。

[尾島専務理事]今迄はない。また、滞納者の取扱

については除名でない年度内退会について研究す

る。来春に/H来るかどうかは約束できないが努力す

る。

会計システムは来年)えから新方式に切り換え、この

ような問題が発生し難いようにする。

[小田代議員] 臨時会資についてはすべて一般会

計と別な会計にする7iが良いと思うので検討しては

しい。

[本議題は議題(6) 1998年度予算審議に併せて審議

決定することになった。]

(6) 1ω8年度予知:

[戸田会長] さきの理事会において、芦凹理事か

らNORC予算に関し、経常収支において基本的収入

に対しての経常的支出部分が赤字体質にならないよ

う組み立てることが出米るかどうか、事業収支もバ

ランスがとれているかどうかについて、 rvw'の代議

貝会までにゆ]維にするよう発言があったので、お知

らせし、検討する所存であることを中し上げる。

[鈴木理事 1997年度予t):の収支状況をみると、 会

費収入は予算を下廻ったが大幅な減収は避けること

ができた。事業収入では引illlJ料金をアップしたこと

もあり5割程度明収となった。I鈎8年度予算収入の説

明はすt平I@のとおりである。

1997年度予算の支出状況をみると、予期せぬ突出支

出はなく推移している。1998旬。度予算支出の説明も

資料⑬のとおりである。

なお、本年度の予算も厳しい状況下のため、特別会

民にはNORC本部財政再建寄付をお願いしたところ、

11月20日現在124万円送金いただいた。また11ド1::有志

の方にお願いしたNORC財政救済基金は木年9月末返

却となっていたが、 l年延期及びその"1"からの若干iJ
をお願いしたところ、 170万治;:1.Jをいただいた。合

計加4万円で、これは全く別会計として運用したい。

[小田代議員 NORCで初めて年度内に米年度予知ー

が捉11¥された。画期的である。従前については新年

度2月に予算の審議決定とすれば、その問は本来な

らば予rnま事務経費のみ止むを符ず認められたとい

うことである。来年度もこのような計画をするか。

[戸回会長] 予算と決算を分け、予算は当該年度

rl:' には翌年度予~~:の務議をお願いすることにした

い。mし前期繰勉金が確定していないので抑定であ

る。2月には本予算の審議をお願いする。

[議題(5)と議題(6)は審議決定を一緒にすることにな

り、議題(5)は徹底調査、議題(6)は暫定予算として審

議決定]

(η 理事の昨]肢及び選任

[尾島専務理事] 代議員会に対し、 CD4月18日1997

年度第2回J.lli'jf.会において尾山裕太郎J]l引が専務理

事に互選された狩の報f号、②4月1日NORC採用の加

藤正義氏が同血事会で、理lJiに選任された1'1ニの承認、

戸111会長が同理事を常務理事に指名した旨の報告、

③野口隆司王lJ1事が同組事会でl帆走委員長に選任され

た旨の報告、 ④加藤忠男監事が3月8[1逝去した旨

の報告、⑤黒瀬知l功王lJ1事が9月29日逝去した旨の報告、

⑥後任にl仰7年度第61旦IJJI月ト会におし、て小田泰義氏が

理事に選任されたfl二の承認、⑦平松栄一顧問が10月

30日で顧問会議長の辞職ql出の報告、 ⑧平11戚選挙

2 

管理委員長が11月4日辞職中出の報告、@淑il.l.i勝重氏

を選挙管理委員長とする件の議決。以上9件の審議

議決及び報告をする。

[戸田会長]大儀見燕理事から10月15日静l隊EjJ出があ

ったが、 li$J院時期については会長一任の議決をいた

だきたい。(11月21日迄理事)

なお、大儀見理事はORCのカウンセルメンバーであ

り、また、 ISAFのオセアニックコミティーのチェア

マンであるが、これは任期終了まで継続を認めるこ

ととする件をさきの泊!ヰ{会で承認されたのでここに

報告する。

[審議決定]

(8)<た均、>才品、i司
[山本弁護士](<たか>裁判弁護人、 NORC正会員)

<たか>裁判に|均し、 11月6日裁判長から職権利1仔
の提示があったが、これは12月 17日第2回職権干Ill~干191

日1週間前にI"J訟の有無、12月17日職権和解案提示、

12月25日和解解決に向け進みたいとの内容であった。

NORCの和解金予想額は500-300万円程度というこ

とで訴訟金額からみて)Hj¥訴であるが、日本裁判の特

徴で法律的義務が仮に無くとも和解金を支払わされ

る傾向である。手lIWf.は裁判でないので判決と奥り J.lli

白文は1!!~い。 この他レースにおける事故防止に努め

る旨の杓有11条項が原告から姿請があるときは和解文

に記述されることが入る可能性がある。

[尾島専務理事]さきのJII1事会で審議して現在の提

案の範囲で和解出来る ときは、 受け入れることにし

たい。

なお、今後はNORCとしてシーマンシップセミナ

ーの開催、帆走マニュアルの整備j当により事故防止

に努力することにしたい。

[和解交渉審議決定]

(9)その他

ア]YAとの統合問題

[戸田会長] 私はこれまでもJYAと大同団結して、

一つのナショナルオーソリティをつくり、日本ヨッ

ト界の裾野を大きくJ広げることにしたいと考えて来

た。統合により我々の誇りと活動が何等妨げられる

ことのないようなものでなければならない。したが

ってJYAとの統合問題はこのような前提で今後話を

進めていくことにする。NORCとJYAの統合は国内

問題でありいかにして二つの団体がそれぞれ活動と

職民をl;f~たしているかが評価されよう 。

現時点ではNORC側がJl般に対応しているとみてい

るが，JYAの対応に卜分留なして今後統合問題検討

を進めたい。

[了承]

イ関東支古114分割

[古川関東支部長] 関東支部は2年前本吉15と支部の

事務機能を分離したが、これに引続き、地域活動に

?否定1できる会員規棋の4支部に分;lfIlする作業をこの1

年間すすめ、さる11月15日支部代議員会、総会でこ

れが決定した。12月末で関東支部は解散し、東京湾

(仮称)、 三山市(仮称)、 三iili(仮称)、消|南(仮称)の4支部

の設立が1997年度第61TI1理事会で承認され新支部は

l鈎以下1月1EIから発足する。

[幸日告]

ウORC国際会議等出席報告

[大儀見理事]11月初旬スエーデン国ゴーテンブルグ

にてORC、ISAFそれぞれの年次総会が開催された。

事前にORC、ISAFの関係!ill化がIfll沙汰されたが結

果的には例年同様それぞれの分野についてそれぞれ

一層の推進を図ることになった。

ただ、 ISAFとORCの妥協により、 ISAFの Fにオセ

アニックコミティーが作られ夜、が議長になり各組問

題の調整を図ることになった。

なお、 ISAFにおいて、日本におけるJYAとNORCの

関係について各秘の情報があり、私も状況説明をし

たがこれには今後十分智治、し、慎重に対応をする必

要がある。

[報告]

エJ.C.問題

[小田代議員]今度はKYCの専務の立場で質問する。

Offshoreお3号のJ. C. 1問題の質疑文章において、山

村副会長の発言には誤解を生む言葉が掲載されてい

る。111-+1副会長はKYCの会員であり、 NORCの副会

長必内海支部長である人が、その発言として iKYC

はいろいろと誤jfjIf.してここまで進めて来たかも知|れ

ないが」と-ll.J;I&'されている。このOffshor叫土11J-J1日
発行である。しかし、 10月4日当地で第5同理事会が

行なわれた後でこのような議事録がtEJiI&.されたとい

うのはどういうことか。

[尾島専務理事]私からお答えする。J.C. rmflllに
ついては私はな見をOffshoreやJ]F]i会等で何回も述

べている。J.C. fJfJilJiについて理事会においても何

回もの討議が行なわれ、レース開催規程案も後数提

案され、現在も帆走統指チーム担当野口理事の方で

検討中である。この件については私なりに定款等も

調べたし、また、逗 f葉山での大きなレースの状況

も調査した。KYCからの相談にも回答している。こ

の場合には山村副会長にも支部事務局にも同じ内符

のファクスを送っており、すべて保存している。こ

のような資料を取り出して討議する問題ではないと

思っている。内海支部で支部内部の問題として解決

してほしい。

{小田代議員]通常の会員がOffshore235号を読むと

KYCが独自に主催をしたというようにとれる。この

|問題は10月4EIの理事会のH寺に解決している。この

記事を、事実を知らない人が見たときはKYCが独自

に主催したが、 NORCI:lgi毎支古11と調整して共同主催

になったと読める。

それは私i主の本芯でない。KYCは初めはホストクラ

ブとしてやる予定だったが、オーガナイザーとして

ということになり、再度変わり共同オーガナイズに

なった。

そのiITiり1.!}:いて頂ければ良いのに全く逃う文章とな

っており、 KYCとしては指示通り進めた。

[尾島専務理事]この件については、 理事会の IJ~Jjm

が8月28日18:45から21泊の問の議事録で、実際に発

行したのが11月l日で、これは/1¥るまでに非常に11，)

問がかかっている。そのタイムラグが一番大きい|問

題だと思っている。

[小田代議員]それならば校正するのが本来の筋で

はないかと思う。私達も同じ社団法人関西ヨットク

ラブとしての活動をしている。理事会で強く抗議を

することを決めた。本町には笑行委員長や内海支部

レース委員長もおられるので話を!日jいていただきた

い。しかも 111村民IJ会長はKYCのメンバーであり、経

緋を卜分耳11f~干している。 四lWf.をしている人がこうい

う発言を行ったとすれば大問題である。NORCとし

て何らかの形で修正して欲しい。謝採をお願いして

いるのではない。

[尾島専務理事]私の方からもう 一度Iflし上げると、

理事会においてはその様な内怖が拙握できる状況で

はなかった。小間代議員からiSうというお話なので

再度文古でいただいて、これを掲載するかどうかは

別問題として、 LlI村副会長には私の方から確認した

いと思っている。実は山村副会長からファクスを何

通かもらっている。夜、なりに回答できるところは悶

谷している。この件 について、ここまで、喰い巡っ

ていることは始めて知った。小佐|代議員からKYCの

立場で文学で私の方に従/1¥をお願いしたい。その結

巣は山村副会長とお話をして小田代議員に回答する

ことにしたし、。

[小田代議員]今迄のこの件の流れについて、:1'1、は

尖行委員会には入っていないが、 111村副会長は、そ

もそもスタートから実行委員長やNORC内海レース

委只長と話し合い進めてきた。副会長は J.C.の経

緋を十分理解しておられたはずである。しかも内海

支部支部長である方からのこういう発言は問題であ

る。

だからやはり校正をNORCの政事会でやっていただ

きたい。意図的にこういう文Jj，を111いたということ

になりかねない。10月41=1の理事会でこの問題は解

決済の話である。それなのに11月1E1にこのIIJJ:ffiを

O妊shoreに/l¥したことが|問題である。校正をしてい

ただきたいということである。

[尾島専務理事]よくわかった。 これは治、1!11的に当

方で古いているものではない。|村ti'iはあくまでもまl

らずに事務ベースで進めておったもので、この件に

ついては私が処血をしたい。

ORC報告 (NORC版)
19970RCノベンパーミーテイングJ

今年8月、 RORC(英国)とUNCL(仏liJ)の共同

によるlR2000ルールの言|匝TIが ilMSに取って代わ

る...Jとセンセーショナルに発衣された。この計画

はISAFも支持しているとのことで、ここ数年議論さ

れ、まとまりを見たと考えられていたISAFとORCの

桜み分けがまた蒸し返されるのか?と言った|問題や、

ORCの級幹をなすIMSの今後など気がかりな点が多

く、緊張した気持ちで日本を出発した。例年、 1時間

の|刻係で大儀見さんがカウンシルとして参加されて

いる辰終日のカウンシルミーティングは傍l徳しない

て、帰国していたが、 今年は汲終日のカウンシルミー

ティング(年次総会)まで、めいっぱいの日程を組

んだ。

今年のノベンバーミーティングはイギリスを向性れ、

スエーデン束岸のヨーテボリ市(英名ゲーテボーグ)

である。米年はマヨルカのパルマでおこなわれるこ

とになり、以前はずっとロンドンで行われていた事

を考えると、 |時代の変化を感じてしまう 。実は

IR2000等で世間を騒がせているイギリスの立場と底

流では無関係では無いかも知|れない。

IR2αm 

11月4日の言hlllJ委員会は私も委只として出席してお

り、 ljiなる傍聴ではなく、位司iの/l¥張のような緊張

した気持で会議場に向かったが、ついIR2000に対す

る参加者与のリアクションを顔色からとらえようとし

てしまう。

第一印象を一言で言えば、まだ実体が1!!¥ぃ(発表

されていなし、)IR2000に対し、年々完成度を高めて

いるIMS(こ対する I~I 信が参加者から伝わってきた。

実際、ノベンパーミーティング直前まで、 ORCカウ

ンシルメンバーや各ナショナルオーソリティーと

RORCの問の通信のコピーがNORC経由で配布されて

おり、想像できたことではあったが、実際に頗をみ

て感じることができるのは会議に出席するメリァト
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くたか>提訴シリースN033

9対裁判急転直下、和解か?! ドキュメント速報
すでに概要はお伝えしましたが、 9月25日に現

NORC顧問の野本謙作氏が証言を行い、その終了後に、

裁判長は「原告被告双方は、今後の証人の用意もあ

るようだが、今回で一応は一段落したと思える。そ

こで次回は、和解の可能位についての話し合いにし

たい」と告げました。

そして当日、 11月6日、正面の裁判官のII'!;は一段と

高く、その下の両wに原告と被告が向き合って、後

方が傍聴席という、いつもの法廷ではなく 、高低が

ないフロアに据えられた大きな円卓を囲む部屋で、

会議がもたれま した。当然、原告と被告は同席せず

に、被告の3者もばらばら。裁判官側と被告3者プラス

原告、計4者間の個別の折衝でした。最初は原告の代

理人と関係者が呼ばれ、次がわれわれの番で、 NORC

の代理人と傍聴に出向いた尾島専務理事、加藤常務

理事、高間関東支部副支部長、および当方が部屋に

入りました。

速くから仰ぎ見る法廷内の裁判長とは遮って、初

めて!li]i!.i:に接する裁判長が、「原告は、和解案が提示

されるのなら真剣に検討するといっている。協会

(NORC)はどうカづと口を聞いたときは、まったく

異なる印象を党えました。これはともかく、裁判長

は和解の成立に相当な力を入れているようで、入れ

替わり立ちfJ，'わりに呼ばれた回数は、 I者あたり平均3

回程度にのぼりました。 トータルすれば計121m、出た

り入ったりして、その者11皮に代理人は裁判長に適切

な返事をしなくてはならず、こちらNORC1l!IJももちろ

ん同じでしたが、部屋の外の廊 Fの附々で、各者の

集団の鳩首会談が見られ、緊娠した雰聞気がみなぎ

りました。

傍聴に出向いたわれわれは、いうまでもなくド素人。

比較して首席検事のキャリアもあるNORCの代理人

は、人と接して本音を見抜くプロフェッショナルで

す。そのプロフェッショナルの見解では、裁判官側

は、原告の主張を認めてはいないようだが、といっ

て1ωパーセントのパーフェクトではなし、。結果とし

て被告側が勝ったとしても、過失相l殺の割合が九対

一。 請求金額のー~IW lÌíî後の和解金を求めるようなニ
ュアンスが伺える、とのことでした。そして裁判官

の職権による和解案をm否して判決にこだわると、

和解案の条件よりも内脊が不利になる場合が多い。

それに加えて、やはりレースに参加したクルーが亡

くなったのは事尖なのだから、見舞金として相応微

を負担しでも、 NORCの従前の主張は少しもH1なわれ

ない、ということでした。

訴訟対策委員会は、早速検討に入り、各人各様の

数多いな見を集めて、 11H 20 FIに代Jjl人と 会合、

NORCとしての方針の検討を重ねました。その結来、

訴訟対策委員会は、原告とわれわれNORC側が鋭く対

決した1"1己i'i任などの争点に、法の判断が得られな

い不満が残るけれども、祁般の状況を判断、 JJLII寺点

としては裁判官側のl版権利解案を受け入れるとしま

した。訴訟対策委良会の報告を受けた本音15執行部は、

}11F'Ji会と代議只会にその報告と提案をすると決めまし

た。

llJi21日に西宮のKYCでもたれたJ1ll'Jl会には、状況

を報告するために山本陸弁談士(代迎人)と当方が

/J¥席しました。別稿のl議'j(録にあるように、 LLi本隆

であり、安心て、あった。

今後の展1mについてはIR2000のルールがが発表さ

れ、実際に運用されるまで予見できない。しかしこの

件についてORC関係者が全世界的に反対や懸念を表明

した事でかえってORCの結束を悶めたように思えた。

また、 IMSのvppの修正は微調捻の段階に人った感も

あり、 ORCとしてはIMSに危ijLを持っている感じは全

くない。

ORCはRORCに対しIR2ω0の開発の現状や今後につ

いて、ノベンバーミーティングにおいてデイスカッシ

ョンするよう案内していたが、 RORCからはカウンシ

ルミーティングにおいて、 iRORCは今後もORCのi古

!fVJに参加lする。ロレックス・コモドアズカップ及び

1999年のアドミラルズカップのうち少なくともIクラ

スはIMSで行う。その他のRORCの竜安レースについ

ては未決定」とのメッセージが届けられただけであった。

今聞の一件の底流にある事柄について私の知|り待た情

報をもとに想像すると次のように考えられる。

RORC (英国)はIMS導入当初の動きのまずさからス

ムーズなIMSへの移行に失敗し、レーティング ハン

ディキャップシステムについての英国内でのコンセン

サス作りに失敗した。 一方、仏悶のUNCLはフラン

スヨット協会のIMS1ffi進に事jIされ、 UNCLが著作権を

持つチャネル・ハンデイキャップ艇が減少し、同クラ

ブの存.iLJ副主であるハンディキャップ収入が急速に減

少した。近年チャネルハンデイキャァプに対するヨッ

トデザイナーの攻撃がきっくなりシステムの抜本的改

革に迫られた。これらの結果、 IR2C削が発案され、第

一幕では劇的なテeビューに成功した.....。

ISAFとの関係

外洋ヨッ トレースがヨァ トレースのー形態である以

上、 ISAFとの関係は不可分であるが、外洋レース

(艇)の特殊性は単なるークラスとしてくくられるも

のではない。この問題については長年、 裂に表に検討

弁護士の説明と質疑応答を経て、本部執行部提案の

和解~~受諾梁は理事会と代議貝会で可決されました。

裁判官からの具体的な和解案提示は12月17日に行わ

れる予定です。それを受けて、原告被告3者は、 12月

25日に受誌か否かの正式な回答するように求められて

います。

この日取りの設定で判るように、裁判長は和解案の

成立に並でない熱i辺、を示しています。ちょっと説明

しますが、裁判長が和解はどうかという打診を行っ

たのが9月の25日でした。そして1ヵ月少々後の11月6

日に原告被告双方の5JlO.向を質しました。裁判官も当

たり前ですが、人の本音ーを探るプロフェッショナル

です。和解に至る接点があるかないか、感触を得た

はずです。そして、和解案を提示する次回はいつにし

ますかと原告被告双方の代理人を見渡したのでした。

毎回の法廷に出席する代理人の総数は平均10数人。

他にも数多い~Jï件を抱えている多数の代理人を、特

定の日時に集めるのは、いつも大変でした。今回も

次回の日|時を、裁判長は最初に12月51'1と提案しまし

たが、代理人のー音11からすでにアボがあるとの戸が

あがり 、そこで裁判長は、いままでの木曜日と定ま

っていた原則をJiJjし、では8日は9日は10日はと続けて、

10数人の代理人が出席できる12月17日と、おそらく官

公庁の御用納めの前Hに当たる12月25日を撚し出した

のです。では次々回は12月25EIの17:30からにします、

と裁判長が告げたときは、そこまでやるのかという

一瞬のどよめきが、代理人と傍聴人の問を走りまし

た。

いうまでもありませんが、 NORCが裁判官J，~椛の手"

f伴家を受け入れても、どこかのセクションひとつが

否といえば、手nj9I'は成立しません。その場合は当然

に法廷での若手議を再開、判決まで行くことになりま

す。訴訟対策委員会は、それに備えて、 12月2FIに代

理人との協議を終えています。

本紙が会民各位に届くのは、おそらく 12月25日過ぎ

で、どちらに転んだか、はっきり していると思われ

まが、とりあえず以上をご報告します。

なお、オフショアN0251に、<たか>提訴の全経過概

要を収録しましたが、その後の経過を補完して、再

度お伝えします。発端から米る12月25FIまでの11i]を、

ぜひご承知|いただき、 21.文と ~fj. 1放が起きないように、

また、このような事1'1二も2皮と起きないように、会員

各位のご努)]をいただき、ともにがんばりたいと思

います。

事故発生前後の状況

カJGYR92参加l艇9袋、 一路グアム アプラノ、ーノくーを

めざし、 1991{1二12月初日 12∞、 三irli土1'-1:;¥小網代ii1Jill'を

スタート。

'td2月271115-10頃<マリンマリン>(来只10人)にク

ルーl人落水、行)j不WJのτJfi¥S{発生。

カ12刀28日1205頃<マリンマリン>から京弱の激しい

クルーl人を海上保安庁の巡悦船が収容。

女12月29日2C削頃<たか>(来只7人)iji王税。180I'il:の
倒立で安定。 艇F}~でイーパーブのスイッチをオンに

するが発信しない。およそ11時間後に艇体、ょうやく

復原。しかし復原11寺に艇内へ多量のピルジが佼入。

されてきたようであるが、ここ数年まとまりそうにな

ってきていた。先に述べたIR2000の発表の1:1'にISAF

との関係に触れた部分があり、また議論が蒸し返され

るのではないかと気がかりであった。

ISAFの年次総会で (ORC議長も出席)でこのISAF

とORCの桜み分けについて取り上げられ、合立がなさ

れた。ORCのイr:次総会でこの結果が報告されカウンシ

ルの了承が待られたので一応、務ち着いたと言えるの

ではないかと忠われる。

正確に合む.の内容を紛介するには私の知識では不足で

はあるが、要約すると、 iORCは今後ともIMSやその

他の外洋レースのハンデイキャ yプシステムを開発

し、運営していく 。レベルレーティングクラスのl世界
選手権はORCのt刊誌とし、 ISAFの永認したオフショ

ア・ワンデザイン クラスの世界選手権については

ISAFの供'，1mとする。

オフショア・ワンデザイン・クラスはISAFの設立

するインターナショナル・オフショアークラス・コミ

ァティーにより斜里I!される。この委員会にはORCから

も半数に近い委員を参加させる」と言った内作である。

又、オフショア全般に|刻するISAFの委民会としてオセ

アニック コミッティーが設立され、 ORCのカウンシ

ルである大儀見さんが議長を務められることとなった。

iORCクラフ」ハンテーィキャッブ

計測委員会において iORCクラブ」ハンディキャッ

プが説明された。突然の発表ではあったが、その辛i想

には*~ lIj'; らしいところがあり、 IMSとともに今後の

ORC活動の基量産となる予感がした。もちろんIR2αmに

対する先制パンチの要素もあるが.・・・ O

IMSと同じvPPによる最新のハンディキャップJ支術

を手;1をにエントリーレベルとして供給する思い切った

試みである。キャッチフレーズは “VPP inside" 

IMSとの主な述いは、計制~に対する考え方とハンデイ

キャップのiìJ-~:方法である 。 とかく批判の多い百1 ìJ!~の

ラマ

3 

必|水は不可能と判断。艇f村氏*ーを決める。ラフトは

デッキ仁で展開。ラフト内の救命術品袋を聞けてラ

イトとナイフを取り出す。

ラフトが}!fi¥にあおられ横転。[]がIJ日いたままの救命

術Ill-袋から、ほとんどの備品がi1ijに流れる。イーパ

ーブもその頃の前後に紛失する。艇が転覆したとき

に死亡したI人を除く6人が、ライフラフトに釆り涼流

を開始。

大12月30日O日O頃八丈島はるか東方海上を漂流中の<

マリンマリン>がキールを脱務、 |瞬11れこ転覆。急激

な浸水のために艇外に脱出できたクルーは2人。艇外

に逃れたI:IJでl人は波にさらわれ、救助されたのはl人。

カラフトで漂流中のくたか>のクルー、1992年l月10

日から12日にかけて、 4人が死亡。16日にI人が死亡。

食l月251こlの14∞頃、英国の貨物船が小笠原父島の雨

前京126i!ij里の海上で<たか>のラフトを発見。 11(t-

の生存者を救助する。

JGYR92海難審判の経緯

カ1992{r'!2月21:1、被浜地方海難審判明!!:jf所が、<マ

リンマリン>および<たか>のill鄭に関する審判を

申し立てる。

女1993年4月231-¥、横浜地方海難審判庁で、審判が始

まる。

会lω4{lo1月25日、海賄容I'IJ、結審する。

*3月29日、横浜地方ijij蝋務判明!事所は、<マリンマ

リン>および<たか>の遭難を、事尖 |二不可抗力、

特定の.n1下は問えないとする裁決を下す。

損害賠償誇求の事由など

大199311三10月61'1、くたか>のクルー3人の逃放が、<

たか>のオーナーの治政(オーナーは、転覆lI~i にコ

クピッ トからJJ引L¥できず死亡)、レースを主催した

NORC、およひ、J型索にあたった図の三者に対して、総

1l1'i 234，844，832円の損答賠償を訂j;Jとする訴状を、東京

地裁に提出する。

原告は、請求の原因として、<たか>のオーナー

は、<たか>が普通船舶であるのにもかかわらず小

型船舶を装い、法で定められたラフトを際』依しなか

ったc 性能などで格段の違いがある本来のラフ卜を

装備していれば、クルーは衰弱ヂEを免れた。またセ

イルの破-tHなどを被りながらもリタイアせずにレー

スを続行。クルーを危険にIIVSし守Ii¥S{を初いた。

NORCは、海が荒れる厳寒の季節にあえて本レース

を学行した。海上保安庁からレースのrl"ll:.を要約さ

れながらもレースを続行した。帆走指示ZFの規定に

拘泥、 J史索要請が遅れた。NORCが斡脱したイーパー

ブの取扱説明 JFが不IljJ{i{tだった。そのために<た

か>のクルーはイーパーブ本体とバッテリーのコネ

クターを接続することができず送信できなかった。

国は、 J盟紫に空白のifa域を生じさせた。J虫索機は気

象用のレーダーしか除，1証していなく、 J史索のための

設備が万全でなかった。ラフト内の法定制li品のひと

つであるレーダーリフレクターも、 J史索機のレーダ

ーにl決らない劣悪な性能だった、などを挙げた。

裁判の経過概要

会NORCはI'*~tミ利勝弁護士、 LLi本隆弁護士、 LH中保j玄

持Uffさを!!!¥くすため、計iJllJ値はオーナーIjJ告、オフセ

ットデータはr~イがのファイルがある場合は利川し、な

い場合はデザイナーのラインズデータや場合によって

は鱗形のオフセ y トを修正して適用する。

スコアリングシステムについてはIMSのパフォーマ

ンスカーブ・システム (PCS)が手計算不可能でレー

ス巾における判|手艇との相対関係がつかめないことが

批判されている。(IR2000の発表のrl:'でも攻'.1裂されて

いた)。この点を考慮して手計算できるよ うに簡111品化

したパフォーマンスライン・スコアリングとタイム・

オン ・ディスタンス (GPH)、タイム・オン・タイム

(TMF) の 3U(矧のハンデイキャップを言 I.t~:式も含め

て記載することにより簡単さをアピールしている。

(サンプルriI日i参照)

iORCクラブ」のもう 一つの判長は正規のIMSと内

部がI;;Jじであるため、混合レースが可能であることで

ある。お遊びレースやプラクティスレースではグラン

プリ艇とじ|艇の比較をすることも興味深いことかも知

れない。f[[し、 iORCクラブjは正規のIMSからの移

行によるハンデイキャップメリットの可能性を防くた

め、やや半めに設定されている。このIIが混合レース

で不満が残るかも知れない。場合により主催者の裁量;

が必要となりそうである。

この iORCクラブ」に対する各国の反l止、は総じて好

;也、的であった。しかし、デーニァシュ・ハンデイキャ

ップ(デンマーク)、アメリキャップ(米国)、そして

日本のCRなど各国独自の簡易レーテイングを持って

おり、 iORCクラブ」をどう導入するかについては各

国悩んでいるようであった。iORCクラブ」の開発は

1998年2月11'1に実施可能とするスケシeュールでつめの

作業が行われている。

IMSガイド

IMSガイドは現在大幅な見直しが行われている。概
守
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JGYR9~陪訓告綻委員会腕ト良

弁護士の各位に代理人を依頼する。

*ffI~ 1回、 1993年12月2日東京地裁において口頭弁論

始まる。

会第2問、 I鈎4年2月 3日
食第3岡、 3月 213

1缶詰自4回、 4月27日

食第5問、 6月22日

交筋 6問、 7月27日

食第 7問、 9月211:1

*ffI~8 1司、 10月 26 日
食第 9回、 11月30日
食第10回、 1995{1.:1月18日

会第11問、 2月22日

食第12閥、 3月22日

交筋131TI1、 4月19日
食第14回、 5月31日

食第15問、 6月28日

会第161m、 7月19日原告被告双方、人証111立苫

を~itW。
交筋171m、 10月 12日証人~l lUJ始まる。 原告、被
告オーナー側、およひ

イ佐左野三治氏(<たか>11唯q惟I住E一の生存クル一)カがf訊祇.言。

*第181IT1、 12月 7日佐野三治氏、 2恒!日の証言。

的~191m 、 1蜘11三 2}-J 1日佐野三治氏、 3巨l日の証言。

*~'520回、 3月2IF¥被告NORC1l!11!J1請のf，iE人、尾

島裕太郎氏(JGYR92レース委員長)が証言。

*第21恒|、 5月 91'1尾g，)裕太郎氏、 21m自の証言。

食第22問、 7月 4日尾島裕太郎氏、 3回目の証言。

および、被告オーナー側巾Jfjの証人、矢嶋滋氏 (IMSill

iJllJ民)が証言。

女第23回、 9}-J 19日被告オーナー側巾市iの証人、

荒H日弘氏(<たか>のマネージャー)が証言。

*f:!~24回、 10月26日予定された原告側証人の貝

遊感孝氏(<たか>の改造工事担当)が欠席する。

*ffI~251IT1 、 12月26日原告の高瀬孫子氏(ラフトで

漂流中に死亡したクルー高瀬恒夫氏のf:):)、および橋

本久忠氏(ラフトで漂流巾に死亡したクルー橋本定

文氏の夫人)がそれぞれ証言。予定された武rli千総

子氏(ラフトでi!~~i慌1:1"に死亡したクルー武市俊氏の

夫人)は欠席する。

食第2焔岡、 I鈎7年2月20日

食負1)27回、 4月24日

交筋281TI1、 6J'J 12日
*f:!~29回、 7月17日原告側の証人、小島敦夫氏

(ジャーナリスト)が証言。

*第301百|、 9月25日被告NORC1lUJ申請の証人、

貯木謙作氏(元阪大工学tm造船学科:fH受、 工学↑'!j:J:，
元NORCJIJ1・Jl:、現NORC顧問)が証'=!.。

食品~31問、 11月 6日平"解に|刻して、裁、|リ長は原告

被告双}Jの代型I!人を個別に11千び見解をIlHく 。

*次!日lは12月17日。当日に、裁判長は具体的な和解金

を示した和解案を舵示する。

大次々rrilは12月251'10原i号被告双方1ま裁判長提示の手J]

j伴家を受けるか受けないかの問答をする。

以上

1997年11月
技術委員会/国際委員会

マリンデザインシステム 高橋太郎

要とスコアリング関係うが中心て也あった。今阿の見直し

には ~hJl~、 IMSレギュレーションを合め IMSの全般

をカバーしている。 ITCのf'I，mリストにはVPPILPP

の文書化も(最後の方ではあるが)載っている。これ

らがそろい、 IMSが¥，、っそうわかりやすくなるようj切

符したい。

ORCの弁委只会活動から主な トピックを紹介すると、

PSG (政策委員会)ADM (行政委員会)

VPPの国定化の提案が勾年IJ¥されるがVPPはデータ

や技術の進歩に従って毎年改良が続けられることが体

認、された。 f~! し、 VPPの改良(変更)と尖胞の時期に

ついては従米から短すぎるとの指摘があったが、今回!

大幅な変更が行われた。ITCの年間スケジュールは

5}'J 次年度のVPPにたいする準備開始

8月上旬 次年度のVPPの変更点の最終まとめ

2週間後 次年度のVPPのテストパージョンプログ

ラム西日イH

11月総会前 テス トプログラムに対する反応、サブミ

ッションの検討及び対応

11月総会 次年度VPPプログラム最終版の承認

となり、 9凡、 10月の2ヶ月にわたり、 全世界でテスト

ハージョンをテストできることになる。

なお、このテストパージョンはナショナルオーソリテ

ィーのみでなく VPPを購読しているデザイナーにも配

布される。

また、 1998年1月22日テeユッセルドルフボートショ

ーにおいてデザイナ一、ピルダーを対象とした瓜ilSシ

ンポジウムがITCにより閃flliされるほかORCのウエブ

サイト(ホームページ)の盤備などパブリックリレー

ションに力を入れる方針が打ち出された。

( 4面へ続く)
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(3面より続き)

1MSのLが9m未満の艇のスピンネーカーの枚数が2

枚から3枚に変更された。

ITC (国際技術委員会)

今年から新委員長のデイブ・ペドリックが議長を

つとめる。

テストフリー 卜.毎年のVPPの変更11与にテストラ

ンされるモデルフリーとは最近の災状に合わない物

も出てきており、今回ワールド・テストフリートと

グランプリ フリートが新たに選択され、より現在

の実体に合わせたVPPのテストが可能になった。

水力学.船体の抵抗係数の表現方法の改良案が報告

されたが、本絡n<.lな見直しは来年行われることにな

った。1998年にはヒールl時の抵抗式の見直し作業も予

定されている。IMS艇のl喫水が年々i築くなる傾向につ

いてドイツの協会から制限的リミットを導入するよ

うに提案されたが、 l喫水の浅い艇に対するボーナス

の見直しも含めて1鈎8fl三の検討謀胞とされた。 1999"1"

のVPPには雌尖に何らかの対策が予告されている。

水柑試験データは今まで行われていたデルフト大学

に加え、アテネ大学でも計画されている。またUSセ

ーリングが独自に行っているテストデータも提fJtさ

れる予定である。

空気力学:非対称スピンネーカーの風i同テス ト結巣

が紹介されたがルールへの適用は一年見送られた。

マストの大きさがハンディキャ ップに与える影響

は97年の約112となった。これに伴いヘッドボードの

最低値の規定は廃止される予定であり、リミットを

控えるヘッドボードも計算で修正されるので理論的

には可能となる。またマスト基準寸法 (EDMB)も

廃止される予定である。なおこの変更は単にマスト

の風圧抵抗のみの変更ではなく、今までの風圧抵抗

式がやや大まかな扱いであった点を見直 し、 艇体、

マス ト、シュラウド、スブレッダー、クルーの原UJ.
抵抗をそれぞれ別個に吟l床し、それぞれに応じた空

気抵抗係数を取り入れた式としている。

ハイローチメインセールの空力中心、 ZE力係数の

式は日下年提案された通り、 1銃弾B年から適用される。な

おメインセールのガースのリミットは現行のまま。

ダイナミックアローアンス (DA)、エージアローア

ンス :クルージングタイプとレーシングタイプの特

徴をと矛れだけ持っているかによりDAを算出する方法

が報告され採用された。これはVPPでは考慮されて

いないタァキング後の立ち上がり、風の振れや息に

対する反応の良否?などを考慮するもので、クローズ

のセールエリアIj.JI水量、ダウンウインドのセールエ

リア/羽|水量、長さAJI水量、ガストに対するスタピリ

ティーの項目によりレース艇的特徴とクルージング

艇的特徴をどの税!支持っているかで統計的にDAを計

算することになった。アローアンスの大きさは平均

的には97年と同組13tに調整されている。このDAとエ

ージアローアンスはVPPと別個に係数として証書ーに

記載されているので各ナショナルオーソリティーは

その地減の気象やメンバー艇の内容に合わせてレー

ス運営時に微細3をすることも可能である。

Japan Cup ‘97 

Japan Cup'97レース委員長原均
ジャパンカップ・ 97に参加された皆械、特に関

東・東海 ー西内海より厳しい凹航をしてまでエン

トリーされた方々に心より御礼JfJし上げます。

レース述営に完全などと言える事はあ りません

が、社団法人|刻酉ヨットクラブの総力を上げての

支援を得て無事にレガッタを終えるfJTが/1¥来まし

た。運営には内海だけでなく|刻束、東海、近畿北

陸、西内ilij，の方々 の御協力をmいた事が、レガッ

タを成J;.tりさせる強力な原動力となりました。御協

力頂いた皆線、ありがとうこ'ざいました。

「レースはプレーヤーの為にあるJ1乗員も安全」、

当たり前の引ではありますが、そのコンセプトだ

けを顕において安全且つ公正な海上辺営を心がけ

ました。

レースの詳網11は、「古とJIY ACHTINGJ 1月イ号を

ごらんください。

この紙面では、レース結果のレザルトのみ掲;1剣士
します。

Japan Cup'97実行委員長鈴木重行
相模湾を離れ、歴史上初めて地方で開催された

Japan Cup' 97も無事終了することができました。

総評と致しましては、世界のレース事情通の方

からエアーニュージーランドレガッタよりも内容

的に充実したレースであったというお褒めの言葉

を頂き、満足致す結果となりました。

私個人と致しましては、 SWINGの昨年及び今年

のヨ ーロ ァパ、アメリカ東日11のキャンペーンレー

スを無事終了し、後は8月初旬のア ドミのインシュ

アーレースをこの目で{i(1Iかめれば、その後JAPAN

CUPに対応できるH寺|均的余裕も有る と考え、実行

部隊のお役目を快諾した次第です。そして甚だ借

越とは申せ、過去、山村NORC1i¥IJ会長、 小田KYC
専務理事と共に、新西宮ヨッ トハーパーの移!I反問

題の実務に.jjliわり、将来日fJfUlされるであろう国際

レース等に恥じることのないハード及びソフトを

確立し、セーラーの桧舞台を作るという目的が現

コックピ y ト土モさ :コックピ y トシートに|刻してfrJ!f.

釈をゆHi!lUこした。

船体構造 l'段構造」のピッチング性能をより「カ

ーボン」に近いものと見なすことになった。

LOAが17mを越える大型艇にはCノRディビジョンにも

カーボンファイパーがレー シングデイ ビジョンと阿

綴に許可された。同H寺にピ 7チングの修正も適用さ

れる。

サプミ 7ション:

AYF・2:オーバーラップの無いジブのミッドガースは

フットのぼ'flo以下。

AYF-3: L P Sの計算には実際のメ インセールウエイ

トではなくデフォルト値を使月1する。

DSV-1 :非対称スピンにはリーチライン取り付け可。

USSA-3 :カーボン製パテン泊訂Jされた。

ILC40-2 : 1工C40の基準寸法が変更された。(既存艇は

適用除外)

ILC40-3 :マストは途中でヒンジ禁止。オンデ yキマ

ストは垂直より前にレーキ禁止。

MC (計測委員会)

新委員長ニコラーシローニ(fjl)が議長をつとめ

る。全体として、耳目!論や計百liJ手続きなどへのこだわ

りより、いかにIMSをうまく運営するかに重点が移っ

てきている感じがした。

インクライニングテスト.初度、再現性の向上を求

めてインクライニングテス トの方法が検討された。

従来レベルクラスのみに適用されていた、より大き

な傾斜角度まで傾斜させる方法を一部修正して臥ilS全

艇に適用することになった。

また、機械による傾斜テストのみに適用されるが、

傾斜重量を簡略化した方法も採用された。振り子長

さ (pL)は15mから2mに変更された。

セールドライブ・ヤンマ一、ボルボのセールドライ

ブの計iJlU他の|止界統ーやプロダクションボートのス

ノT一計iJllJft!:Iをスタンダー ド化する案が討議された。

セールドライブの標準値はIω8年のルールブックに記

載され、 VPPプログラムにも含まれる。

ジブローチ:ジブローチの計iJlU方法の改良案 (NORC

提案)が多少の修正により可決された。ローチはリ

ーチの44f:分点からLPをはかつて くらべる。

非対称スピンのSMW:現行の非対称スピンのSMW

の引iJ!Uが尖際的でない点が指摘された。

チーフメジャラーのインタープリテーション・ TPSは

水平に訓乱闘することに変更された。他のイ ンタープ

リテーショ ンは承認された。今まで発行されたイン

タープリテーションのすべてがまとめられて発行さ

れる予定。

サプミッション

AYF-4:レーシングデイビジョン艇には世界共通のデ

ザインによる椛il車場所表示ステッカーを採用するこ

ととなった。

KNWV-5 :非対称スピンにはクルーアングルの規定は

適用しない。

ILC-40-5 :手計iJ[lJは機械百l-iJllJの精度維認には必要であ

実となって訪れたチャンスに、当事者として、運

営部隊として、参加させて戴く名誉を戴いたとい

うこともお引き受けする一因と相成った訳です。

バブルJifl.l決後の「まだら校総」な 日本経済界、ヰi
に金融、証券筋の先行き不透明!惑は、匡l民全体を

困惑させております。かつて「ニッポンカップ」

の冠スポンサーとして名を馳せた証一券会社も、昨

今の金融不安から倒産の'変き日に合うという段悲

の事態をmきました。よって、 我今セーラーごと

きに到っては、今後数年間はスポンサーの御援助

等当てにせず、ホビーの原点に戻り、受益者負担

の精神て、レースを企画実行していかなければなら

ないと思います。

ジャパンカップ， 97に於ける我々運営部隊のコ

ンセプトと致しましては、

①少数精鋭主義で小さな組織による金のかからな

い運営。

②改訂さ れたLS.A.Fのルールと、 LM.5ボートのセ

ーリングパフォ ーマ ンスを良く理解しこれに準

じた公正なレースを実施する。

③ K.Y.Cのホスト性を強調し、オーナー及びセーラ

ーの人絡を尊重し、大人のイベントとする。

情熱家で完全主義者でもある原 レース委員長は

少数精鋭主義に微し、彼のブレーンでもあるヒ奉

行を引き辿れレースを成功へと導いてくれたので

す。レース期間の問題につきましては、第一レー

スから最終レースまでを一週間程度で実施するこ

とが、各チームにとって集中力が縦列できなおか

つエキサイティングなレースが期待されると判断

致しました。しかし乍らどうしてもエントリー艇

を地やしたいということとなりますと、日本の勤

勉なセーラー諸兄には連続休暇を取得す事がネッ

クとなり、 金、土、日を中心に祭日を利用し、 二

週にまたがる変則日程となって しまいました。

全てを忘れ一週間レースにとeっぷりと漬かりた

いと思っておられたセーラーの皆様、そして特に

外国人のセーラーをペイメントされたオーナーの

方々には大変な御負担をおかけすることとなりま

した。

誠にE¥Jし訳ございませんでした。

エントリー艇を地やしたいという主旨は、必然

的にG.P.Hのレンジを広げなければなりません。

理き

4 

るが、オフセァ トの修正をBMAXなどを使用して行

うことはしない。微少な修正を手計iJlUで行いオフセ

ットを変更することはレーテ イングオフィスで行わ

れている。

MXSL，MXSMW ルールに主主義を追加する。

エージア ローアンスデート:ナショナルオーソリテ

ィーの判断でエージデートをアジャス トする場合、

シリーズデートを使用する。

排水省・:トイレの却|水とシンク、手洗いの配管は述

結しではならない。

SR (特別規定委員会)

新レギュレーション:F1COll爪CLの規定とマルチハ

ルの規定が組み込まれている。

サプミ ッション :

DSV-2 :セールナンバーはRRSの規定があるのでSRか

ら削除。

DSV-8 :スタンションベースはベース板がシアーライ

ンを巻き込んでいても可。

NORC-2 :スタンションの|間隔は2.l3m(7ft)

I倒明代T-2:ライフラフトの検査はメーカーが保証する

場合は勾年の検査は目視で可。

USSA-6 :各国で差は有るが、 EPIRBは406が主流とな

ってきているようだ。但し航空機による技索には

121.5も必要で両方に対応しているものが必要。イン

マルサットEタイプによる新しいEPIRBシステムが紹

介された。

USSA-7 :カテゴリー0と1にはシーアンカーが推奨備

品となった。

ライフジャケ yト:1五ilO/SOLASでライフジャケット

用ライトが検討されている。またしぶきよけガード

が推奨された。

コックピッ ト排水孔:IS0では現在のORCの規定より

大きな扮|水孔が検討されている。現在の規定は小さ

すぎると思え、 IS0の規定に沿って変更される予定。

自己復原性:SRでは自己復原性を要求しているが、

この表現は現実にあっていなし、。「転被に対し抵抗力

のあるよう設計、建造されていることJと変更され

る。カテゴリ ーOにはよ り現尖的な自己復原性が要求

される。

カテゴリー0の定義:カテゴリー0の定義に 「気imまた

は水協が51.立C以下の水域を通る」が追加された。

EPIRB : EPIRBを務水地点マーカーとして投下するア

イデアが大儀見さんより紹介され、世界的に紛介す

ることになった。

ライフライン:ビニールコーティングしたステンレ

スは鈷が発生しやすく、 1999年1月よりライフライン

はコーティング無しのステンレスワイヤー製とする。

オフショアクラスコミッティー:
世界選手権の報併と予定

1997守二

ILC2513集14カ国が参加

ILC30 

ILC40 8!主18カ国

ILCMaxi61t/3大陸

1鈎8年

Lubeck(ドイツ)7月

Bayona(スペイン)9月

Capri(イタリア)5月

NewpOli RI(米国)7月

(;IVj'定)

LM.Sボートは御周知lのごとく G.P.Hが低く、しかも

ループホールを駆使した最新のデザインによるチ

ームが上位にランクされるという世界的趨勢があ

ります。(I.O.RI時代もこのような傾向はあった。)

この信滋性は逆にレース結果をNif'もが見て、レ
ース運営が公正であったか否かを後で判断する好

材料ともなるわけです。この世界の趨勢から致し

ますと、 G.P.Hの高いチームはCUPから程遠いとい

う結果が予測されますので、 A及びBクラスの二段

階に分けた次第です。

出場艇を1問やしたことは、多くのセーラーに参

加していただきJAPANCUPを身近なレースとし

たこと。また、各々のレンジのボートスピードが

各々のセーラーに直に感じさせ今までの認識を新

たに雌認させた点等、良い面もあったわけです。

ノーテイスの作成中、 JAPANCUPにチームi践

を織り込んでは如何なものかというご提案を数人

のオーナーより戴きました。この問題は日本各地

のフリ ートにも っと多くのレンジのポートが活動

し、そして本レースにエントリーしていただけれ

ば、可能となりまた別の角度からレースを盛り上

げる要素になるのですが、私共がJ1I!想とするアド

ミやサルデイニアの様に各クラス三艇からなるチ

ームを椛成する為には残念ながら質及び量の点で

チームlj役は未だ時期尚早と判断致しました。本レ

ースJUJ問中、運営及びセーラーを喜ばせたことは、

何と巾しましでも経風から強風へと素IIj'jらしい風

と天候に忠まれ釆り手の技量をiJlUる上でもh弘前の

レースコンディションとなったことです。そして

全ての風域にその技量一を泣憾1!!fiく発Jみされた優勝

艇のAOBAチームには心からお祝い申し上げます。

今後はN.O.R.Cに於いてJAPANCUPに関するある

程度のガイドラインを設け、 /1¥場資格、レース構

成、チームlj均等の実施マニアルを作成して戴いて

も良いのではないかと思います。

国際交流は文化、経済、ハイテ夕、スポーツ等、

各方而に多彩にしかも幾久しく行われてきました。

来り手に関しでも近年人的交流は激しく、只依然

として運営サイドにはその気配が全くありません。

悩報不足はオーナーから物事の判断を奪うだけで

なく、セーラーとして正当に発言する椛平Ijや勇気

をもmないかねません。運営而に於いても人的図

M36 18t主113カ|主 Miarni(米国)3月

X99 5O!t/8カ国

なおILC50発足の動きもある。

サプミ ッシ ョン:F1V-5:世界選手権2クラス同時に同

じ場所で開催することができる。

FIV-6 :最低参加国数は4。参加l回数+参加艇数は14以

上。

ILC40-32:ILC40は非対称スピン禁止。

グリーンブック:

新しいグリーンブックは内容が論理的に組み替え

られた。またノーテイスとセーリングインストラク

ションの雛形が拘載される。

加JRlクラス ORCに加!日lしているクラスに所属する

艇の情報をORCに述絡すること。

レースマネージメント委員会

RMS97: 

ウインドウズで走るRMS97は成功であった。

デルフト大学

FTP(ftp:lldutw189.wbmttudelft.nl/pub/ORCIRMS97) 

から無料でダウンロード/.lI来る。

EメールによるHELPデスクも設置されている。

RMS98には各画面にインストラクションが追加される。

そのf也のルール:
lR2側.未だに実体は不明である。

デーニシュハンデイキャップ98:レーティングルー

ル。VPPではない。

詞:告数5α)0。副iJllJ員数3∞。言h)[lJII寺r，.1J211#問。重量を計

る。

アメリキャップ:~ド土~1Jf.JVPPによるハンデイキャッ

プ。オーナー申告、言hJ!U1!!tし。

特殊な艇には臥ilSフル計iJ!U'i!!求。5コース設定。パフ

ォーマ ンスライン スコアリングによりスクラッチ

シート可能。セール、クルー重量、プロセーラーな

とeに制Iijj!ii&用。カリフォルニアでテストしうまくい

っている。35ドル。

ORC会長はジョン・デア(英国)からハンス・ジダ

ノfーン(i日j国)に交代した。

ルールの変更点はルールブックにより雌認してくだ

さい。

• ••••• • ••• • • ••• • • ••••• • ••• 
編・集・後・記

Eメールの文字化け。 トータルしたテキス ト

のボリュームの増加。その結呆しわょせを被っ

た編集作業……というわけで、フォントが小さ

くなりました。すみません。でもどうにか先月

のニュースをお伝えできて、 これはわずかな時

IiUで一切の編集を相当していただいた舵社のD

氏、 M繊のおかげです。なお、 ジャパンカップ

主1mをめぐる各様の見解は、次号で必ずご報告

します。関係者各位および会員各位にお詫びし

ます。

顕世 艇名 1円 2R 3R 4円 5R 6円 7R ポイント
1 I A08A-ESCAPE 1 2 7 3 3 18.5 
2 IDONKY VII 3 5 3 4 2 2 21.5 
3 IKARASU B 2 B 2 3 27.0 
4 ESMERALDA 5 6 2 2 4 5 4 29.0 
5 1 FOUNDATION 3 9 10 7 6 6 1 465 
6 IMAKI 14 4 4 9 6 7 I 11 57.0 
7 ITAKE 1 16 9 14 5 9 B B 76.0 
8 ISLED 4 I 15 13 13 11 11 10 83.5 
9 ISAMMY 11 8 21 14 5 I 10 7 86.5 
10 PAMADREAM 19 RET 17 3 I 10 4 5 95.5 


